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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　植物油３５～５０重量％、
　キサンタン、ヒドロキシプロピルセルロース（ＨＰＣ）及びカルボキシメチルセルロー
スから選ばれる１つ以上の構造構築安定剤２５～５０重量％、
　ポリアクリル酸からなる唯一の接着剤５～１５重量％、並びに
　酸化シリコンを含有し、０．０８～０．２３ｇ／ｃｍ３の密度を有し、粒径が１～４０
μｍの範囲にある充填材３～６重量％を
含有してなり、４０～１５０Ｎの接着力を有する義歯接着性製剤。
【請求項２】
　前記植物油がオトギリソウ油、アーモンド油、オリーブ油、ナタネ油、ダイズ油、ヒマ
ワリ油、ブドウ種子油又はコムギ胚芽油であることを特徴とする請求項１に記載の義歯接
着性製剤。
【請求項３】
　前記構造構築安定剤がカルボキシメチルセルロースナトリウム塩であることを特徴とす
る請求項１又は２に記載の義歯接着性製剤。
【請求項４】
　前記充填材が高度に多孔性であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載
の義歯接着性製剤。
【請求項５】
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　前記充填材が、溶液から沈降させた二酸化ケイ素を含むことを特徴とする請求項１～４
のいずれか１項に記載の義歯接着性製剤。
【請求項６】
　充填材の平均孔径が３０ｎｍを超えることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に
記載の義歯接着性製剤。
【請求項７】
　前記充填材が、充填材質量に基づいて、０．１重量％未満のスチレン－イソプレン共重
合体を含有してなることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の義歯接着性製
剤。
【請求項８】
　前記充填材が、充填材質量に基づいて、０．１重量％未満のステアリン酸アルミニウム
を含有してなることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の義歯接着性製剤。
【請求項９】
　充填材の比率が１重量％以上であることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記
載の義歯接着性製剤。
【請求項１０】
　植物油の比率が４０～４５重量％であることを特徴とする請求項１～９のいずれか１項
に記載の義歯接着性製剤。
【請求項１１】
　構造構築安定剤の比率が４０～５０重量％であることを特徴とする請求項１～１０のい
ずれか１項に記載の義歯接着性製剤。
【請求項１２】
　接着剤の比率が５重量％～１０重量％未満であることを特徴とする請求項１～１１のい
ずれか１項に記載の義歯接着性製剤。
【請求項１３】
　４０～４５重量％の植物油、４１～４６重量％の構造構築安定剤、７～１０重量％未満
のポリアクリル酸及び４～６重量％の酸化シリコンを含有してなる充填材を含有してなる
義歯接着性製剤。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、義歯のための接着性製剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　そのような義歯のための接着性製剤は、特許文献１により知られている。その接着性製
剤は、乳剤基材としての、２５～３５重量％の比率の高粘性のパラフィン及び／又は１０
～２０重量％の比率の白色ワセリン、１～１５重量％の比率の接着剤としてのカルボマー
（ポリアクリル酸）並びに、接着剤として、１５～５０重量％の、１つ又は少なくとも２
つのカルボキシメチルセルロース又はそのアルカリ金属塩若しくはアルカリ土類金属塩並
びに充填材としての０．２～２．０重量％の高分散ケイ酸を含有してなる。
【０００３】
　市販されている接着性乳剤は、柔軟な製剤を実現するために、パラフィン／ワセリンを
使用する。義歯担体の場合には、咽頭部の刺激を引き起こす可能性がある。市場に流通し
ている義歯－接着性乳剤は、大部分、ＩＳＰ社の原料ガントレッツ（カルシウム／ナトリ
ウム　ＰＶＭ／ＭＡ共重合体）を利用するが、これに関して、原料不足、原料依存性及び
材料入手の時間的遅延の恐れが存在する。
【０００４】
　そこで、実際上は、担体物質として、パラフィン又はワセリンに代えて、オリーブオイ
ルを使用することが既に提案されている。但し、公知の接着性乳剤は、単に、せいぜい、
下位の適正範囲の粘着性を示すに過ぎない。
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【０００５】
　パラフィン又はワセリンを植物油で置き換えても、冒頭に述べた接着性製剤のその他の
要素をそのまま維持することはできない。オリーブオイルとワセリン又はパラフィンとが
全く別の組成を有するために、許容可能な接着性製剤を得ることができない。
【０００６】
　そこで、特に、接着力、コンシステンシー及び安定性を顧慮した接着性乳剤が求められ
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】ドイツ国特許出願公開１０２００５０３１７７１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、本発明は、基剤又は乳剤物質としてのパラフィン及び／又はワセリンを断念し
て、それに適切であって、取り分け、主観的ばかりでなく客観的にも良好な接着特性並び
に更に均質の堅牢性及び高度の経時安定性を示す義歯のための接着性製剤を提供すること
を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、上述の目的は、
　３５～５０重量％の植物油、
　２５～５０重量％の構造構築安定剤、
　５～１５重量％の接着剤及び
　残部の酸化シリコン含有充填材
を、含有してなる義歯のための接着性製剤によって、達成される。
【００１０】
　好ましくは、接着性乳剤は、これらの成分のみから成る。植物油及び安定剤の合計は、
９０重量％未満である。
【００１１】
　充填材、或いは、その少なくとも決定的な主成分である二酸化ケイ素（シリカ）は、高
度に多孔性である。即ち、充填材及び／又は二酸化ケイ素は、１．９～２．１ｇ／ｃｍ３

の密度を有する。通常、二酸化ケイ素は、仮焼又は焼成酸化ケイ素として合成されるが、
好ましい態様においては、この充填材は、溶液沈降シリカをも含む。別の好ましい態様に
おいては、粒径が１～４０μｍの領域にあることが意図される。粒径は、ここでは、５～
１００ｎｍ近辺にある第１次粒径ではなく、第１次粒子の凝集によって形成された粒子の
大きさ又は凝集粒子の大きさ乃至集塊の大きさを意味する。平均的な孔径は、好ましくは
３０ｎｍ超である。粒子の表面積は、好ましくは、５～１００ｍ２／ｇの範囲にあるが、
これらの値は、最も好ましくは、５０ｍ２／ｇ未満である。
【００１２】
　パラフィン／ワセリンの代替として、植物油は、加工の柔軟性を保証する。植物油の使
用により、化学組成の故に、相応の刺激に際して、抗炎症効果を達成することができる。
接着剤も、柔軟性に寄与する。充填材は、必要な濃縮に役立ち、粘度を調整する。
【００１３】
　植物油として、好ましくは、オリーブオイルのほかに、とりわけ、オトギリソウ油、ア
ーモンド油、ナタネ油、ダイズ油、ヒマワリ油、ブドウ種子油、及び／又はコムギ胚芽油
も、考慮の対象となることが確かめられた。
【００１４】
　上述の割合を有する構造構築安定剤としては、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）
、取り分け、上述のセルロース又はヒドロキシメチルセルロース（ＨＥＣ）のナトリウム
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塩としての、その他のアルカリ塩若しくはアルカリ土類金属塩としての、カルボキシメチ
ルセルロース、取り分け、ワロセル（Ｗａｌｏｃｅｌ）、がとりわけ好ましく用いられる
。代替的に、本発明の接着性製剤は、構造構築安定剤として、ヒドロキシプロピルセルロ
ース（ＨＰＣ）又はキサンタンを含有するキサンタンガムを用いることもできる。
【００１５】
　本発明の接着性製剤における接着剤は、好ましくは、上述の重量割合を有するポリアク
リル酸を含有する。ここで、この接着剤は、好ましくはポリアクリル酸であり、しかも、
取り分け唯一の接着剤として使用される。３０，０００ｍＰａｓ以上の動的粘度を有する
接着剤が好ましく使用される。具体的なポリアクリル酸又はカルボマーとしては、取り分
け、カーボポール９７１Ｐ及びカーボポール９７４Ｐ　ＮＦの商品名で取引されているカ
ルボマーが考慮の対象となる。この接着剤によって、通常、接着性組成物に含有される接
着剤（メチルビニルエーテル）、亜鉛含有が疑われるマレイン酸無水物（同ポリマー）を
避けることができる。
【００１６】
　本発明の好ましい実施形態では、充填材が高度に多孔性であること、充填材が溶液から
沈降させた二酸化ケイ素を含むこと、充填材の密度、少なくとも、本質的にそれを構成す
る二酸化ケイ素の密度、が０．０８～０．２３ｇ／ｃｍ３の間、好ましくは０．１９と０
．２１ｇ／ｃｍ３との間にあること、及び／又は、粒径が１～４０μｍの範囲にあり、こ
こで、平均細孔径が好ましくは３０ｎｍを超えること、となっている。
【００１７】
　充填材は、酸化ケイ素（シリカ）のみで構成することができるが、好ましい態様では、
０．１重量％未満の、しかしながら好ましくは少なくとも０．００１重量％の、最も好ま
しくは少なくとも０．０１重量％のスチレン－イソプレン共重合体及び／又は０．１重量
％未満の、好ましくは少なくとも０．００１重量％の、最も好ましくは少なくとも０．０
１重量％のステアリン酸アルミニウムを含有する。
【００１８】
　上記の重量比率を有する上述の組成物は、適切な義歯接着性製剤を保証するが、好まし
い態様では、４０～５０重量％の植物油比率、４０～５０重量％の構造構築安定剤、８～
１３重量％の接着剤及び／又は３～６重量％の充填材を含有し、ここで、全ての成分の合
計は、それぞれ、１００重量％になる。
【００１９】
　本発明によれば、硬すぎることもなく、柔軟すぎることもない、可塑性で柔軟なコンシ
ステンシーを有する接着性製剤が達成される。この接着性製剤は、更に、１５０ニュート
ンを超える、取り分け１８０ニュートンを超える大きすぎる接着力が生じる危険なしに、
４０ニュートンという下位の適正値より高い適切な接着力を有する。
【００２０】
　更に、本発明の接着性製剤は、高い経時安定性を示し、長い貯蔵期間中にも分解しない
。
【００２１】
　本発明の更なる利点及び特徴は、特許請求の範囲及び本発明の接着性製剤の実施形態を
説明している以下の記述から明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】種々の接着性製剤の接着力を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１は、Ａ～Ｐと表示されている、多数の市販の接着性製剤についての接着力の２回の
測定の平均値（ニュートン）を、本発明の２つの接着性製剤－一方は、オリーブオイルに
基づくものであり、他方は、ダイズ油に基づく－と共に、示す。それぞれの詳細な組成は
、表１～３に記載されている。
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【００２４】
　接着性組成物Ｈは、オリーブオイルを基質とし、他の全ての接着性組成物Ａ～Ｇ、Ｉ～
Ｐについて与えられているパラフィン又はワセリンのような石油に基づく基質を含まない
、実務上知られている接着性組成物である。
【００２５】
　適切な接着力が４０又は５０ニュートンを超えるのに対して、接着力の値を有する公知
のオリーブオイルに基づく接着性組成物が２０ニュートン未満の非常に低い接着力を有す
るのに対して、同様に植物油に基づく本発明の接着性組成物Ｖ－Ｅ－１１－ｈｃｏｌｉｖ
ｅ　１１及びＶＥ－Ｅ－１１－ｈｃｓｏｊａｌｌが１００ニュートンを超える領域の最適
の接着力を示していることが分かる。ここで、上述のとおり、５０ニュートンを超える接
着力が適正であるが、この値は、これまでパラフィン又はワセリンに基づく接着性組成物
によってしか達成されなかった。
【００２６】
　表の充填材は、９９％の酸化ケイ素（シリカ）並びに小割合の、いずれも０．１重量％
未満の、スチレン－イソプレン共重合体及びステアリン酸アルミニウムを含む酸化ケイ素
である。表中に特別の情報が含まれていない限り、表の上部に示された成分名及び比率が
適用される。異なる成分は、必要ならば、表の個々の枡に示されている。表の上部に示さ
れた成分百分率と異なる場合も同様である。
【００２７】
　付属書として添付されている表１～３の基礎となる接着力及びコンシステンシーの測定
は、以下の方法で、後者は、ＤＩＮ　１０３３１／ＩＳＯ　１６３０５に応じて、行なわ
れた。
【００２８】
　接着力の測定は、英国、サーレイ、ゴダールミングのステーブル　マイクロ　システム
ズ社の構造測定器Ａ－ＸＴ　ｐｌｕｓで行なわれた。測定のために、２５℃±１℃の試験
片温度を有する接着性乳剤０．７５ｇ（±０．０１ｇ）を試験片支持体の非負荷側に点状
に塗布した。前進及び試験速度は、それぞれ、０．５ｍｍ／秒、後退速度は１０．０ｍｍ
／秒であった。押し付け力は、１，０００．０ｇ、解放値は５．０ｇであった。１回の測
定のために、５００測定点が記録された。
【００２９】
　コンシステンシーの測定は、ガラス板の上、真ん中に、２０℃に温度調節した試験物質
１．０ｇを点状に被着して行なわれた。試験物質を載せたガラスプレートを、２０℃に１
０～１５分間温度調節した伸縮計上に載置し、次いで、４７．８５ｇ重量の、もう１枚の
ガラス板（直径１１．５ｃｍ）を置く。次いで、上側のガラス板にこの装置の３３１．３
ｇの検査重量の重しを載せる（全質量３７９．１５ｇ）。１５分後、得られた円又は楕円
の直径を測定する。
【００３０】
　表１の第１列に、４２重量％の大豆油、カーボポール９７１Ｐ　ＮＦの名のもとに、米
国オハイオ州ヴィックリフェ、ルブリゾールコーポレーションから販売されている、接着
剤としての９重量％のポリアクリル酸、４４％の、例えば、ダウ　ドイツ　アンラーゲン
ゲゼルシャフト　エムベーハー、シュバールバッハからワロセル（ＷＡＬＯＣＥＬ）の名
前で販売されている構造構築安定剤としてのカーボンメチルセルロース及び５重量％の充
填材で合成された最も好ましい、本発明の配合　Ｖ－Ｅ－１１－ｈｓｓｏｊａ－１１を示
す。この接着性製剤は、４．４～４．５ｃｍの最適の－柔軟な－コンシステンシーを、図
１に示すように、９２ニュートンの接着力と共に、示す。
【００３１】
　３．５～３．８ｃｍのコンシステンシーを有する表１のレスピ４～６は、同様に、６３
～７６ニュートンの受容可能な接着力を示すが、植物油の割合を著しく減少させ同時にカ
ルボキシメチルセルロースの割合を５０％以上に著しく高めると、接着性製剤のコンシス
テンシーが固く強固になりすぎ（表１、レスピ２）、そして、これは、充填材の減少によ
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【００３２】
　表２は、構造構築安定剤カルボキシメチルセルロース（Ｗａｌｏｃｅｌ）が、基本的に
、構造構築安定剤キサンタンによって完全に又は部分的に置換できることを示している。
ここで、カルボキシメチルセルロースに比較して、接着力は、僅かに減少したが、４０ニ
ュートンの下限界よりも有意に高かった。この表は、また、２９，０００ｍＰｓよりも著
しく高い粘度を有する接着剤が使用でき、良好な接着性値が適切なコンシステンシーで達
成し得ることを示している。
【００３３】
　本発明の接着性製剤は、生体適合性の、取り分け、粘膜にも適合する５以上の弱酸性の
ｐＨ値を示す。
【００３４】
　驚くべきことに、表３のレスピ４及び５は、適切な接着剤を、他の接着剤組成物におい
て使用されているように構造付与安定剤としての適切な薬剤、例えばケルデント（Ｋｅｌ
ｄｅｎｔ）、で置換すると、接着性製剤が余りにも固くなることは別として、劇的な接着
力の低下につながることを示す。
【００３５】
【表１】

【００３６】
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【表２】

【００３７】

【表３】
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